
「ブロック塀等を建築される方へ」について 

 

昭和53年6月12日に発生した宮城県沖地震では、ブロック塀等の倒壊により、多くの死者が生じました。

これを受け、昭和 56年 6月 1日に建築基準法施行令が改正され、ブロック塀等の安全確保に取り組んで

きているところです。 

 

本紙は、強化された安全基準について、ブロック塀等を建築する際に基本となる構造基準の概要につい

て解説しているものです。不明点等がある場合には、下記の特定行政庁までお問合せください。 

 

問合せ先 

福島県県北建設事務所 建築住宅課（電話 024－521-2575） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 


